
令和７年７月   

派遣事業におけるマージン率について 

 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第２３条第５

項の規定に基づき、マージン率を公開致します。 

 

１．派遣事業所   千葉支社 

 

２．派遣労働者の数   ２３人（令和６年度 実数） 

その他技術者     ２３人 

 

３．派遣先事業所数   ５社（令和６年度 実数）   

 

４．労働者派遣料金 ※１  50,461 円 

（令和６年度（令和６年４月１日～令和７年３月３１日））  

 

５．派遣労働者の賃金 ※１ 24,809 円 

（令和６年度（令和６年４月１日～令和７年３月３１日））  

 

６．マージン率 ※２    ５０．８％ 

（令和６年度（令和６年４月１日～令和７年３月３１日））  

 

７．キャリアアップ・教育訓練に関する事項  

情報セキュリティに関する教育、安全衛生に関する教育、各種スキルアップ教

育（e-Learning、IT 教育等） 

 

８．労働者派遣法３０条の４第１項の労使協定の締結の有無  （有） 

    協定書の有効期間終期 令和８年３月３１日  

協定労働者の範囲 全ての従業員    

 

※１： 算出に用いた１日の労働時間は、厚生労働省の報告様式での算出時間である８時間

としました。 

※２： マージン率は、労働者派遣法第２３条５項により、派遣先から受け取る派遣料金に

占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合です。  

マージン率=（労働者派遣料金－派遣労働者の賃金）／労働者派遣料金   

以上   
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